
 

 

 

（仮称）デジタル人材確保・育成基本方針の策定について 

 

 

１ 背景・目的 

限られた人材で増大する行政需要に対応していくためには、全庁が一丸と

なって DX を推進し、区民サービス向上と業務効率化を同時に図っていくこと

が不可欠である。 

国では、令和 8 年 1 月 30 日改訂の自治体 DX 推進計画において、デジタル

人材の確保・育成を重要な取組みと位置づけ、各自治体に令和 9 年度までの方

針策定を求めている。 

そこで、DX を計画的かつ着実に推進するために、区のデジタル人材の育成・

確保に係る体系的な方針を定める。 

 

２ 位置づけ 

 「台東区 DX 推進計画」や「台東区人材育成基本方針」等の上位関連計画と整

合性を保ちながら、デジタル人材に特化した基本的方向性を示すものとし、

取組期間は令和 9 年度から令和 13 年度までの 5 年間とする。 

 

３ 主な記載事項（案） 

・職層や役割別の目指すべき人材像 

 ・人材確保の方針（専門職の採用や、外部機関の活用等） 

 ・人材育成の方針（研修や OJT の内容等） 

 

４ 今後の予定 

令和８年第４回定例会  企画総務委員会報告（中間のまとめ） 

令和９年第１回定例会  企画総務委員会報告（最終案） 

３月      （仮称）デジタル人材確保・育成基本方針策定 

 

令和８年６月２２日 

企画総務委員会資料 

企画財政部情報政策課 


